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議案第３４号 

世田谷区立世田谷美術館条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

    令和７年２月１９日   

    提出者 世田谷区長 保 坂 展 人 

 

（説明） 観覧料等の額を改定するとともに、生活保護受給者の観覧料を免除し、併

せて規定の整備を図る必要があるので、本案を提出する。 
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世田谷区立世田谷美術館条例の一部を改正する条例 

世田谷区立世田谷美術館条例（昭和６０年１１月世田谷区条例第４０号）の一部を

次のように改正する。 

第９条第１号中「とき。」を「とき」に改め、同条第５号中「とき。」を「とき」

に改め、同号を同条第６号とし、同条第４号中「とき。」を「とき」に改め、同号を 

同条第５号とし、同条第３号中「とき。」を「とき」に改め、同号を同条第４号とし、 

同条第２号中「とき。」を「とき」に改め、同号を同条第３号とし、同条第１号の次

に次の１号を加える。 

⑵ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による保護を受けている者が観覧す

るとき 観覧料の全額 

別表第１一般の項中「２００円」を「２２０円」に、「１６０円」を「１８０円」

に改め、同表高校生・大学生の項中「１５０円」を「１７０円」に、「１２０円」を

「１３０円」に改め、同表小学生・中学生の項から障害者の項までの規定中「１００

円」を「１１０円」に、「８０円」を「９０円」に改め、同表特別の企画の展示の欄

中「１，５００円」を「１，７００円」に改める。 

別表第２熟覧の項中「５００円」を「５６０円」に改め、同表模写・模造等の項中

「１，０００円」を「１，１３０円」に改め、同表撮影の項中「２００円」を「２２ 

０円」に、「２，０００円」を「２，２６０円」に、「４００円」を「４５０円」に、 

「４，０００円」を「４，５３０円」に改める。 

別表第３の１の部⑴の款美術館内区民ギャラリーの項中「１３，８２０円」を「１

５，６７０円」に、「１０，３６０円」を「１１，７４０円」に、「６，９１０円」

を「７，８３０円」に、「３，４５０円」を「３，９１０円」に改め、同款世田谷区 

立世田谷美術館分館清川泰次記念ギャラリー内区民ギャラリーの項中「２，８８０円」 

を「３，２６０円」に改め、同部⑵の款講堂の項中「３，６００円」を「４，０８０

円」に、「１０，８００円」を「１２，２４０円」に改め、同表の２の部展示用設備 

の項中「５００円」を「５６０円」に改め、同部講堂用ピアノの項中「４，５００円」 

を「５，１００円」に改め、同部講堂用音響器具の項中「１式」を「一式」に、「３

，０００円」を「３，４００円」に改める。 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 
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２ この条例による改正後の第９条第２号及び別表第１、別表第２並びに別表第３の

規定は、令和７年１０月１日以後の観覧、特別観覧及び利用に係る観覧料、特別観

覧料及び使用料について適用し、同日前の観覧、特別観覧及び利用に係る観覧料、

特別観覧料及び使用料については、なお従前の例による。 


